
〇柳井地域広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

昭和５８年３月５日 

条例第９号 

（基準） 

第１条 柳井地域広域水道企業団職員の懲戒については、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号。以下「法」という。）の規定によるもののほか、この条例の定めるところによ

る。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に該当する者をいう。 

（懲戒の手続） 

第３条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない  

（減給の効果） 

第４条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額（法第２２条

の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の額（柳井地域広域水道企業団職員の給

与の種類及び基準に関する条例（昭和５８年柳井地域広域水道企業団条例第７号）第７条

から第９条まで及び第１１条に規定する手当に相当する額を除く。））の１０分の１以下

を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の１０分

の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（停職の効果） 

第５条 停職の期間は、１日以上６月以下とする。 

２ 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。 

３ 停職者は、停職の期間中給与は支給されない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、柳井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平

成１７年柳井市条例第２９号）、周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平

成１６年周防大島町条例第２９号）、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４１

年上関町条例第２４２号）又は田布施・平生水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例（昭和４３年田布施・平生水道企業団条例第７号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。 

附 則（令和５年３月１日条例第４号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１０月２日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



  附 則（令和６年１２月２７日条例第２４号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


